
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
又
は
第
五
十
一
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
又
は
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
ま
し
た
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
五
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

事
業
者
の
名

事
業
者
の
主
た
る

事
業
所
の
名

事
業
所
の
所
在

障
害
福
祉
サ

指
定
年
月

称

事
務
所
の
所
在
地

称

地

ー
ビ
ス
の
種

日

類
又
は
一
般

相
談
支
援
事

業
者

特
定
非
営
利

大
和
郡
山
市
九
条

わ
か
く
さ
も

大
和
郡
山
市
九

居
宅
介
護

平
成
二
十

活
動
法
人
わ

町
二
九
五
ー
一

え
ぎ
障
害
者

条
町
二
九
五
ー

重
度
訪
問
介

六
年
十
二

か
く
さ
も
え

生
活
支
援
セ

一

護

月
一
日

ぎ

ン
タ
ー

生
活
介
護

短
期
入
所

一
般
社
団
法

大
和
郡
山
市
西
岡

ハ
ン
ド
・
イ

大
和
郡
山
市
西

居
宅
介
護

平
成
二
十

人
ハ
ン
ド
・

町
六
ー
六

ン
・
ハ
ン
ド

岡
町
六
ー
六

重
度
訪
問
介

六
年
十
二

イ
ン
・
ハ
ン

２
４

護

月
一
日

ド

行
動
援
護

同
行
援
護

ア
イ
・
ス
タ

大
和
郡
山
市
小
泉

訪
問
介
護
Ａ

大
和
郡
山
市
小

居
宅
介
護

平
成
二
十

イ
ル
株
式
会

町
五
〇
五
ー
一

ｉ

泉
町
五
〇
五
ー

重
度
訪
問
介

六
年
十
二

社

一

護

月
一
日

同
行
援
護

株
式
会
社
Ｔ

磯
城
郡
田
原
本
町

シ
ョ
ー
ト
ス

磯
城
郡
川
西
町

短
期
入
所

平
成
二
十

＆
Ｋ
Ｏ
ｆ
ｆ

大
字
黒
田
二
七
九

テ
イ
つ
き
ひ

大
字
吐
田
八
七

六
年
十
二

ｉ
ｃ
ｅ

ー
八

一
ー
一

月
一
日



特
定
非
営
利

天
理
市
内
馬
場
町

酢
香
野

天
理
市
富
堂
町

生
活
介
護

平
成
二
十

活
動
法
人
郷

一
五
〇
ー
四

二
〇
九
ー
三

六
年
十
二

月
一
日

特
定
非
営
利

大
和
高
田
市
内
本

生
活
支
援
セ

大
和
高
田
市
内

地
域
移
行
支

平
成
二
十

活
動
法
人
生

町
六
ー
一
八

ン
タ
ー
も
ち

本
町
六
ー
一
八

援

六
年
十
二

活
支
援
セ
ン

つ
も
た
れ
つ

地
域
定
着
支

月
一
日

タ
ー
も
ち
つ

（
相
談
支
援

援

も
た
れ
つ

事
業
）

社
会
福
祉
法

高
市
郡
明
日
香
村

相
談
支
援
事

高
市
郡
高
取
町

地
域
移
行
支

平
成
二
十

人
朱
鳥
会

大
字
飛
鳥
四
六
九

業
所
あ
す
か

大
字
市
尾
一
〇

援

六
年
十
二

七
五

地
域
定
着
支

月
一
日

援
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